
次回は 6 月発行 、『 6 月・7 月号』です。

申告所得税（及び復興特別所得税）、贈与税及び個人事業者の消費税（及び地方消費税） の

申告期限・納付期限が令和２年４月１６日（木）まで延長されることとなりました。また、

申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方については口座からの振替

日も、期限が延長されました。 

なお、当会といたしましては、４月１６日（木）まで受付時間内（８：４５～１６：００

ただし正午～１３：００を除く 土日祝閉会）にご来会いただき、受付順にてご対応させて

いただくこととしております。 

確定申告を終えられた会員の皆様、お疲れさまでした
 電子申告にご協力いただいた会員の皆様ありがとうございました。 

 申告時のお手伝いとして、青色コーナーでの指導業務や、当会館４階での

受付業務、そして広報活動をして頂いた役員の皆様のお力添えを、毎年力強

く感じ、また感謝いたします。  

税理士の先生方には、代理送信と確定申告のご相談に従事いただきまして、

誠にありがとうございます。 

 紙面にて恐縮ですが厚くお礼申し上げます。 

会員の皆様には 4 月 20 日（月）より通常の指導・相談会を実施いたします。

。

ご予約制となりますので、事前にご連絡をお願い申し上げます。 

 また、確定申告書の見直しをした際に、間違いがあると気づいた場合は、事務局にご連絡の上ご来

会ください。なお、納税額を少なく申告している場合は、「修正申告」となり、納税額を多く申告した

場合は、「更正の請求」を行う必要があります。

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が 
４月１６日（木）まで延長されました！ 



令和元年分所得税及び消費税確定申告 

収受件数状況一覧表 
令和 2年 3月 16日現在 
（ ）内は前年度実績 

 

 

令和元年分の所得税及び消費税の確定申告収受件数は上記のとおりとなっております。 なお、 本年は所得税及び個

で、４月１６日の申告 ・ 納付期限の間際は

大変混雑が予想されますので、 お早めにご来会ください。 

 

 

 負担者 ① ②     ①＋② 

  労働者負担 事業主負担    雇用保険料率 

事業の 

種類 

（失業等給付の 

保険料率のみ） 

 
失業等給付の 

保険料率 

雇用保険二事業の 

保険料率 
  

一般の事業 3/1000 6/1000 3/1000 3/1000 9/1000 

農林水産 

清酒製造の事業 
4/1000 7/1000 4/1000 3/1000 11/1000 

建設の事業 4/1000 8/1000 4/1000 4/1000 12/1000 

平成 29 年 1 月 1 日より 65 歳以上の方も雇用保険の適用対象となっております。 

 

 

令和２年度の雇用保険料率について 

速報！ 



会員各位 

鶴 見 青 色 申 告 会 

会 長 大河内 總一郎 

第７０回 定 時 総 会 

第５４回 労働保険事務組合定時総会 

 

 

 陽春の候 会員の皆様には益々ご発展のこととお慶び申し上げます。 

皆様にお力添えをいただきまして、令和元年分の事業年度も無事に終了

いたしました。厚く御礼申し上げます。 

 つきましては、第 70回定時総会を下記のとおり開催いたしますので、

万障お繰り合せの上、ご出席頂きたくご案内申し上げます。 

記 

☆日時   令和 2 年 5 月 28 日（木）午後 3 時 20 分 

☆会場   鶴見青色会館 4 階ホール 

☆議事   (1) 令和元年度事業報告並びに収支決算報告 

(2) 労働保険事務組合事業報告 

(3) 監査報告 

(4) 役員選任 

(5) 令和 2 年度事業方針案並びに収支予算案 

以 上 

のご案内 



株主各位  
株式会社鶴見青色申告会館  

代表取締役大河内  總一郎  

第 56期   定時株主総会招集ご通知  

拝啓  益々ご清祥のこととお喜び申し上げます  

さて当会館第 56 期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので  

ご出席くださいます様ご案内申し上げます  

敬具  

記  

☆日時    令和 2年 5月 28日（木）午後 2時 30分 

☆会場    鶴見青色会館 4階ホール  

☆報告事項  ○第 55期営業年度計算書類報告の件  

(自  平成 31年 4月 1日  至  令和 2年 3月 31日 ) 

○監査報告  

☆決議事項   第 1号議案  剰余金の処分に関する件  

第 2号議案  取締役選任及び監査役選任の件  

～会費・口座振替のお知らせ～ 

正会員の皆様はご指定口座より 

に 

口座振替させていただきます。

４月２4日（金）までに残高のご確認をお願いいたします。  

■会費の引落しは、年2回（4月と10月、一回あたり会費 6ヵ月分 12,000円）と

させていただいております。 

引
落
し 

期 間 金 額 引落し日 

令和2年4月～9月 12,000円 4月27日 



会員の皆さまへお知らせです。 

毎日が 指導日・相談日！！ 

記帳に関すること、税務に関すること、お気軽にご来会下さい。 

 

会計ソフト・ブルーリターンＡをご利用のかた 

 

簡易簿記・複式簿記で記帳を作成されているかた 

お電話にてご予約ください。 お待ちしておりま～す ！  

（受付時間：午前９時～午後４時 但し、正午～午後１時除く） 

業務日：月曜日から金曜日（土・日・祝除く） 

パソ コンの入力は順調でしょ うか？ 

この機会に入力チェックをしてみてください。 

今の時期ならゆっくり指導が受けられます。 

現 在 よ り も 便 利 な 入 力 方 法 を 

ご 案 内 で き る か も し れ ま せ ん よ ！ 

振 替 伝 票 の 作 成 ・ 元 帳 へ の 転 記 

現 金 出 納 帳 ・ 経 費 帳 へ の 帳 簿 の 作 成 

月別残高試算表は貸借が一致していますか？ 

これから６５万円控除を受けたいな～！とお考えの方は 

お 気 軽 に 事 務 局 へ お 越 し く だ さ い 。 



 

（総勘定元帳） 

帳簿の印刷はお済みですか？
 

 
 

★★ 青色申告会でご印刷承ります！！ ★★
 

１年分 一冊につき３,０００円（税込） 

まだマイナンバー事務委託契約を交わしていない会員の皆様 

 マイナンバー（個人番号）制度の施行に伴い、会員様への円滑な指導や事務手続きを 

行うため、以下に記載の方々のマイナンバー（個人番号）の収集を行っております。 

マイナンバー（個人番号）を利用するにあたり、 

「事務委託契約（特定個人情報の取扱に関する覚書）」を結ぶ必要がございます。 

 契約を結ぶ際の持ち物は…  

◆印鑑（シャチハタ不可、認印でかまいません） 

◆上記以外の方々のマイナンバー（個人番号）をメモしておいでください。 

 お手数ですが、お早めにお手続きお願いいたします。 

①会員 ②青色事業専従者 ③従業員 ④左記の方々の扶養家族 

会計ソフト BRA を利用していても 
帳簿の印刷は必要ですね！ 



2 0 2 0 年 度 税 務 職 員 募 集 

ＰＰｒｒｉｉｄｄｅｅ  ooff  tthhee  ＳＳｐｐｅｅｃｃｉｉａａｌｌｉｉｓｓｔｔ～～公公平平なな世世のの中中をを創創るる、、志志～～  
適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。 

 

税務職員は、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・経済・会計等の専門

知識を駆使して適正な課税を維持し、また、租税収入を確保するための事務を行います。 

 

◇ 受 験 資 格 １ 令和２年４月１日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の

翌日から起算して３年を経過していない者及び令和３年３月までに高等

学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 

２ 人事院が上記１に掲げる者に準ずると認める者 

◇ 申 込 手 続 １ 申込方法 

インターネット申込み 

人事院ホームページ上の申込専用アドレスを御利用ください。 

［http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html］ 

２ 受付期間 

 令和２年６月 22 日（月）９時から令和２年７月１日（水）まで[受信 

有効] 

３ 受験案内交付期間 

 令和２年５月８日（金）から令和２年７月１日（水）まで 

９時から 17 時まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

４ 受験案内交付場所 

東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院各地方事務局（所） 

（注） 人事院ホームページからもダウンロードすることができます。 

［http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm］ 

◇ 試 験 日 第１次試験 令和２年９月６日（日） 

第２次試験 令和２年 10 月１４日（水）から令和２年 10 月２３日（金）

までのうち指定された日時 

（注）詳細については、お気軽に東京国税局人事第二課試験係（電話（03）3542-2111 内

線 2162）までお尋ねください。 

   

 

 

 




